
新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第２回） 

 

日時 令和２年３月 27日（金） 

   午前９時 30分～10時 30分 

場所 議会全員協議会室 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 事務局からの報告事項 

(1) 国・県の動向について 

 

 

 

(2) 小田原保健福祉事務所管内の状況について 

 

 

３ 協議事項 

(1) 市主催イベント等と市有施設の使用の抑制について 

 

 

 

４ 各部からの報告事項 

(1) 福祉救援部［福祉健康部］ 

市民への情報提供について 

 

 

(2) 産業対策部［経済部］ 

新型コロナウイルス感染症の影響に向けた支援策について 

 

 

(3)その他の部 

 

 

５ その他 

 



資料１
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令和２年２月26日策定 

令和２年２月28日改定 

令和２年３月11日改定 

令和２年３月24日改定 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針 

 

新型コロナウイルス感染症については、２月 25 日付けで国の基本方針が示された

ところだが、感染拡大を防ぎ、感染の流行を早期に終息させるためには、徹底した対

策を講じる必要がある。 

県では、２月 26 日から３月末までの間を、感染拡大防止に向けて極めて重要な時

期ととらえ、基本方針を定め、下記の項目に取り組んできた。 

一方、本県を含め、全国で感染者の数は、増加しており、国も３月 20 日、専門家会

議の見解を踏まえ、換気が悪く、多くの人が密集し、近距離での会話や発声が行われ

るという３つの条件が重なる場を避ける行動を継続することや、大規模イベントにつ

いて主催者がリスクを判断して慎重な対応を求める旨の考え方を示したところであ

る。 

こうした状況を踏まえ、県として最大限の感染防止対策を継続する必要があるため、 

本方針の対象期間を、当面、４月 24 日まで延長することとする。 

 なお、事態の更なる進展や事態の収束、国の緊急事態宣言や対策方針の変更など、

状況の変化があった場合には、本方針の充実や見直しなど、柔軟に対応する。 

 

１ 職員向け対策 

〇 感染拡大防止に向けて、全職員がテレワーク・時差出勤・年休取得を実施 

・ テレワークは、業務状況等を踏まえ、所属長判断で全ての職員が実施可能とする。 

・ 県民対応等の状況でテレワークが困難な場合にあっても、拡大時差出勤や年次休 

暇（時間休を含む）取得により、オフピーク通勤等を実施する。 

・ こうした各職場に応じた柔軟な対応を実施することで、全職員が感染拡大の防止 

に努める。 

２ 県立学校向け対策（別添資料１） 

〇 県立学校における幼児・児童・生徒の安全安心を確保するという観点から、 

まん延防止に向けて、３月２日から春季休業の開始日までの間、臨時休業とすると 

ともに、卒業式・入学式等学校行事の規模の縮小等、必要な措置を講じる。 

〇 文部科学省のガイドライン（令和２年３月 24 日付け文部科学事務次官通知）を踏 

 まえ、学校の再開に向けて必要な検討、準備を進める。 

〇 今後の国の対応及び県内の感染状況等を踏まえ、３月末までに再開の時期等を判  

 断する。 

３ イベント等の実施の扱い 

別添資料２「イベント等の実施の扱い」 

４ 来庁者への対応 

県民や事業者の皆様ができるだけ来庁しなくてすむように、県への提出物等につ 

いて、郵送やインターネットによる提出を周知・要請する。 

 

問合せ先 

【１､４】総務局副局長兼総務室長 河鍋 電話 045-210-2101 

【２】 教育局副局長 田代 電話 045-210-8005 

【３】 知事室広報戦略担当課長 大塚 電話 045-210-3650 

くらし安全防災局管理担当課長 青木 電話 045-210-3411 
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現在の新型コロナウイルスの状況を踏まえた 

 県教育委員会の対応（令和 2 年３月 24 日現在） 

 

 

１ 県立学校における教育活動の再開 

○ 文部科学省のガイドライン（令和２年３月 24 日付け文部科学事務次

官通知）を踏まえ、学校の再開に向けて必要な検討、準備を進める。 

○ 今後の国の対応及び県内の感染状況等を踏まえ、３月末までに再開

の時期等を判断する。 

 

 

２ 社会教育施設の休館の継続 

○ ３月末までとしている休館について、４月以降も当分の間、継続す

る。 

○ 再開の時期については、別途判断する。 

別添資料１ 



 

 

イベント等の実施の扱い 

 

新型コロナウイルス県内感染のまん延防止の取組方針（令和２年２月 18 日統括危

機管理官等連名通知）では、『不要不急のイベント等は、規模の縮小、時間の短縮、延

期、中止、代替手段への切り替えを検討し、当初日程での実施が避けられないものは、

県職員はマスク着用の上で対応、参加者には「手洗い、うがい、マスク」など感染防

止を徹底させたうえで実施する。』こととした。 

こうした中、令和２年２月 25 日（火）に国の新型コロナウイルス感染症対策本部

が決定した新型コロナウイルス感染症対策の基本方針では、「まさに今が、今後の国

内での健康被害を最小限に抑える上で極めて重要な時期である。」とされた。 

 また、３月 20 日（金）に、国が示した考え方でも、大規模イベントについては引

き続き慎重な対応を求めるとしている。 

そこで、令和２年４月 24 日（金）までに県が主催するイベント等については、次

のとおりとする。 

（１）県民が参加するイベント等 

不特定多数の方が集まるイベント等は、原則、中止又は延期とする。 

ただし、開催せざるを得ないイベントは、感染症拡大予防策（※）を施し 

たうえで開催することができる。 

なお、卒業式、資格試験など、参加者が特定され、かつ、開催を中止・延 

期することが困難なものは、参加者に十分注意喚起を行い、感染症拡大予防 

策（※）を施したうえで開催することができる。 

（２）会議・研修等 

不要・不急の会議・研修等については、原則、中止又は延期とする。 

なお、開催せざるを得ない会議・研修等は、まず電子会議への切替え、書 

面開催を検討し、難しい場合には、規模の縮小、時間の短縮等を行い、感染 

症拡大予防策（※）を施したうえで開催することができる。 

 

※感染症拡大予防対策 

〇発熱・せき等、かぜの諸症状が見られる方の参加見合わせ 

〇参加者への手洗い、うがい、マスクの着用の徹底（主催者の県職員含む。） 

〇入場時のアルコール消毒液の設置 

〇濃厚接触解消の工夫 

この他、３月 19 日（木）の国の専門家会議で示された次の見解を踏まえる。 

〇人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策 

〇密閉、密集、密接場面など、クラスター感染発生リスクが高い状況の回避 

〇感染発生の場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力 
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小田原保健福祉事務所管内の状況について 

 

○管内３例目（県内 90例目）（３月 26日発表） 

【患者概要】 

  １ 年代：60代 

  ２ 性別：女性 

  ３ 居住地：神奈川県小田原保健福祉事務所管内 

       （小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、

湯河原町） 

  ４ 職業：無職 

  ５ 症状、経過 

   ３月 23日 陽性者の濃厚接触者と判明、PCR検査実施 

   ３月 24日 PCR検査結果陽性が判明。県内医療機関に入院 

   ３月 25日 体温 38度 

   ３月 26日 体温 37.8度、咳、倦怠感あり 

  ６ 行動歴：海外渡航歴なし。３月 24日に記者発表した患者（70代男性）の同居家族  

 

 

○管内２例目（県内 80例目）（３月 24日発表） 

【患者概要】 

  １ 年代：70代 

  ２ 性別：男性 

  ３ 居住地：神奈川県小田原保健福祉事務所管内 

       （小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、

湯河原町） 

  ４ 職業：無職 

  ５ 症状、経過 

   ３月 ９日 発熱、倦怠感あり、県内医療機関(1)へ救急搬送され、肺炎で入院 

   ３月 13日 症状が軽快し、退院 

   ３月 15日 体温 39度あり、県内医療機関(1)救急外来受診 

   ３月 16日 症状継続のため県内医療機関(2)外来受診。肺炎像があり、 

熱が持続していることから、PCR検査実施 

   ３月 17日 PCR検査結果陰性が判明 

   ３月 18日 症状継続のため県内医療機関(2)再診 

   ３月 21日 症状継続のため県内医療機関(2)再診。症状が悪化したことから、 

県内医療機関(1)へ救急搬送され入院 

   ３月 23日 県内医療機関(1)にて、肺炎像の悪化があるため、再度 PCR検査実施。 

         同日 PCR検査結果陽性が判明。民間救急により県内医療機関(3)に搬送され入院 

   ３月 24日 重症 

  ６ 行動歴：現在調査中。海外渡航歴なし  
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○管内１例目（県内 39例目）（３月６日発表） 

【患者概要】 

  １ 年代：30代 

  ２ 性別：男性 

  ３ 居住地：神奈川県小田原保健福祉事務所管内 

       （小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、

湯河原町） 

  ４ 職業：会社員 

  ５ 症状、経過 

   ２月 26日 発熱、咳 

   ２月 28日 県内医療機関(1)受診、抗生剤治療 

   ３月 １日 県内医療機関(2)受診、インフルエンザ陰性 

   ３月 ４日 県内医療機関(1)を再診、体温 38.2度、激しい咳、息苦しさ、倦怠感続く 

         レントゲン検査で肺に陰影あり 

         県内医療機関(1)から帰国者・接触者センターに相談があり、県内医療機関(3)を

受診し、PCR検査を実施 

   ３月 ６日 PCR検査結果陽性が判明、県内医療機関(3)に入院 

   ３月 ７日 濃厚接触者（同居家族）についてはＰＣＲ検査陰性を確認 

         勤務先の濃厚接触者（同僚、顧客）については健康観察中 

  ６ 行動歴：現在調査中 



市主催イベント等と市有施設の使用の抑制について 

 

１ 本市の取組経過 

決定時点 市主催イベント等抑制 市有施設使用抑制 

２月 21日 対策会議通知 当面 － 

３月３日 対策会議通知 ３月 15日（日）まで ３月 15日（日）まで 

３月 11日 本部会議通知 ３月 31日（火）まで ３月 31日（火）まで 

３月 27日 本部会議決定  月   日（ ）まで  月   日（ ）まで 

 

２ 参考：国県の動向 

２月 20日 厚生労働省がイベント主催者に対して、開催の必要性の検討を要請 

２月 26日 首相が、今後２週間のイベントの中止や延期等の対応を要請 

３月９日 専門家会議の見解（クラスター発生の３条件等を提示） 

３月 19日 専門家会議の見解（市民の行動変容を求める） 

３月 24日 県が基本方針を発表（取組を４月 24日まで延長） 

 

３ 市有施設の使用を抑制する期間の延長（案） 

これまで３月 12 日付本部長通知等で通知していた使用抑制の取組期間を延長することとし、

具体には次の３つの取組を継続する。 

①予約の取消の促進と使用料の還付 

②感染予防措置 

③期間中の新規予約の受付停止 

 

なお、このうち「②感染予防措置」については、専門家会議の提言等を踏まえて、これまで以

上に別紙に記載の事項を使用者に周知徹底し、一層の使用抑制を要請するものとする。 
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（別紙）施設使用者に周知徹底すべき事項 

 

 

 

 

大原則：最も感染拡大のリスクを高める環境「３密」を徹底的に回避する 

 ①換気の悪い密閉空間 

 ②人が密集している 

 ③密接して会話や発声が行われる 

 

 具体的に留意すべき事項を例示すれば、次のとおり。 

(1) 室内の換気 

   ・使用者が１時間に１回、５～10分程度、外気との換気を行うこと。 

     ※開閉できる窓のない施設（貸室）は原則使用不可 

(2) 人数の制限 

   ・使用する施設（貸会議室等）の定員の５割以下の人数で使用すること。 

(3) レイアウトの工夫 

   ・可能な限り、人と人が対面となる配置は避け、相互の距離が十分に確保できる配置とする

こと。 

(4) その他 

   ・使用前後において手洗いを徹底し、使用途中においても適宜手洗いを行うこと。 

   ・咳エチケットを徹底するとともに、可能な限りマスクを着用すること。 

   ・各自の水分補給以外の飲食の提供は行わないこと。 

   ・過去２週間以内に発熱や咳の症状のある方、感染拡大している地域や国への訪問歴がある

方は、使用責任者の責任において参加させないこと。 

   ・使用責任者は、参加者の連絡先（住所・電話番号等）を把握しておくこと。なお、参加者

の中に感染者が出た場合は、速やかに保健福祉事務所、市に連絡をし、協力すること。 
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R2.3.25現在

内容 対象期間 問合せ先

セーフティネット保証
（４号・５号）

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠保証の対象とするも
の。

4号：2月18日～6月5日
5号：期間なし

産業政策課
TEL:0465-33-1555

危機関連保証
内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたために中小企業に係る著しい信用の
収縮が全国的に生じた場合に、中小企業者にセーフティ保証とさらに別枠の保証対象と
するもの。

2月1日～
令和3年1月31日

産業政策課
TEL:0465-33-1555

売上・利益減少対策融資
【新型コロナウイルス要件】

セーフティ5号認定対象。県融資の拡充版。 2月12日～
各金融機関

神奈川県金融課
TEL:045-210-5677

新型コロナウイルス対策特別融資
（別枠）

セーフティ4号認定対象。県融資の新設。 3月2日～
各金融機関

神奈川県金融課
TEL:045-210-5677

新型コロナウイルス感染症特別貸付 特別利子補給制度を併用することで、実質無利子・無担保融資となる。 3月17日～
日本政策金融公庫
0465-23-3175

商工中金による危機対応融資 上記同様要件。商工中金によるもの。 4月中旬
商工組合中央金庫
0120-542-711

特別利子補給制度 公庫及び商工中金の対象融資を利用した場合の借入後3年の利子補給。 ※詳細含め未定
中小企業庁
03-3501-1544

コロナウイルスの影響を受け、資金繰りに支障をきたす旅館業、飲食店営業及び喫茶店
営業を営む方の対象貸付。

2月21日～8月31日
日本政策金融公庫
0465-23-3175

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者へ一時的に休業、教育訓練または出
向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、休業手当、賃金等の一部を事業主に助成
するもの。

1月24日～7月23日

神奈川労働局
神奈川助成金センター

045-277-8815
ハローワーク小田原
0465-23-8609

小学校等が臨時休業した場合等に、小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職
に伴う所得の減少に対応として正規・非正規を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは
別途、有給の休暇を取得させた企業に対して助成するもの。（フリーランスも支援対
象）

2月27日～3月31日
学校等休業助成金・支援金等

相談コールセンター
0120-60-3999

テレワークコース
コロナウイルス対策として、テレワークの新規導入する中小企業事業主を助成するも
の。

テレワーク相談センター
0120-91-6479

職場意識改善コース
※令和２年４月から「働き方改革推進支援助

成金」の名称で助成開始予定

コロナウイルス対策として、休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業
主を助成するもの。

神奈川労働局
雇用環境・均等部

企画課
045－211-7357

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援する補助金。
今回の公募では、コロナ影響で売上減の証明が加点対象となる。

3月10日～31日
（第1回）

小田原箱根商工会議所
0465－23－1811
小田原市橘商工会
0465－43－0113
産業政策課

（証明にかかること）
0465－33－1555

個人向け緊急小口資金 緊急小口資金／総合支援資金
コロナウイルスの影響を受け、休業等の収入減少により、一時的な生活維持若しくは日
常生活維持のため貸付が必要な場合の無利子貸付。

3月25日～
小田原市社会福祉協議会

0465-35-4000

新型コロナウイルス感染症の影響に向けた支援策

支援策

信用保証

2月17日～5月31日

【県】コロナウイルス対策融資

無利子・無担保融資

衛生環境激変特別貸付

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金

時間外労働等改善助成金

小規模事業者持続化補助金
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学校再開に向けて、市・教育委員会・学校が対応すべきこと 

～「子どもファースト」であるために～ 

 

 

恐らくほとんどの教職員が経験したことがない事態であり、児童生徒を預かる学校

は相当の不安と負担感を抱えて 4 月を迎えることをご理解いただければと思います。 

 子どもたちの心と体の安心・安全のために、市長部局の知恵と力を貸していただけ

ればと思います。 

 すべては学校で学ぶ子どもたちのために、「オール小田原市役所で学校現場をサポ

ートしてくれている」ということが伝えられれば、教職員もきっとこの難局を乗り越

えられると思います。 

 

 

➊消毒薬や職員用マスク、体温計（体に直に触れないもの）の用意 

 在庫等の面から切迫した問題であり、新型コロナウイルス対策に特化した積極的な

予算措置のみならず、国や県への安定供給確保に対する要望も必要と考えます。 

 

➋清掃・消毒業務の委託化 

 4 月から、学校では清掃の時間を短縮するなどして、在校時間をできるだけ減らし

ていきたいと考えます。 

 また、ドアノブや扉、手すり、学校の備品等の清掃・消毒は、当面の間、丁寧に実

施する必要があると考えます。 

 清掃・消毒作業を外部にお願いすることは、特に人手の少ない小学校では必須と思

います。 

 

➌学校施設の地域開放 

学校再開後、授業に使う児童生徒に影響が出るような貸し出しは教育活動に支障を

来たすこととなります。 

現状では各校長が利用を許可しており、学校によって可否のバラつきが生じてしま

う恐れがあり、不公平感をなくすためにも、例えば「不要不急の利用は許可しない」

等、拠り所とすべき公共施設貸し出し可否のガイドラインを市として策定していただ

きたいと考えます。 

また、生涯学習課やスポーツ課から関連団体へ、また地域政策課から自治会などへ、

清掃や除菌対応の必要性や利用規定の遵守などの周知が必要と考えます。 

 併せて、貸し出しの際はチェックリスト等による何らかの確認も必要と考えます。 

資料７ 
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➍「３密」（密閉・密集・密接）を避ける 

 学校は、健康状態が良好である児童生徒と教職員で活動することを前提としていか

ないと、教育活動自体が困難になります。 

 「お子様に熱や咳、体のだるさがあれば学校を休ませる」というシンプルなことを、

市民に周知徹底してほしいと考えます。 

その場合は「出席停止（欠席扱いとしない）」としての対応を考えています。 

 併せて、当面は人ごみを避けることなど、市として強力なメッセージを発信してい

ただきたいと考えます。 

 また、放課後児童クラブの中で部屋が狭く感染の危険性が懸念される部屋は、特別

教室等の利用を個別に学校に要請して対応します。 

 

➎体調不良時等の児童生徒の預かりサービスの検討 

早退させたくても、お迎えに来られない保護者の方もいます。 

病気の子の預かりサービスなどを、市として検討していただきたいと思います。 

 国の補助制度等で活用できるものはないのでしょうか。 

 

➏一斉休業時等の地域のあり方 

子どもは地域の宝であり、市の財産です。 

今後、学校を一斉に臨時休業しなくてはならない場合も出てくるかと思いますが、

学校や家庭だけでなく、例えば地域全体で子どもたちを見守る動きを「まちづくり委

員会」等の組織で検討していただくことはできないものでしょうか。 

この難局だからこそ、今まで小田原市が大切に培ってきた「人の力」で、地域社会

を、そしてかけがえのない子どもたちを守り育てる持続的なムーブメントになること

を大いに期待します。 
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